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第 １条（カード名称）
株式会社クレディセゾン（以下「当社」という）が株式会社千趣会と提携して
発行するクレジットカードを千趣会セゾンメンバーズカード（以下「本カード」
という）と称します。
第 ２条（カードの発行）
株式会社千趣会の行う通信販売等のお客様が、本特約とセゾンカード規約
を承認し本カードご利用のお申込みをされ、当社が本カードのご利用を承諾
した方（以下「会員」という）に、本カードを発行いたします。契約は、当社が承諾
した日に成立するものとします。
第 ３条（カード規約）
本カードについては、セゾンカード規約に加え本特約が適用されます。両規定
が重複する場合は、本特約を優先いたします。
第 ４条（会員情報の保護）
（１）千趣会と当社（以下「両社」という）は、会員の情報について会員のプライ
バシー保護に十分注意を払います。
（２）会員には、両社が、各 の々事業活動のために会員の個人情報（お申込時
などにご記入いただく会員の属性などの情報）を利用することに同意して
いただきます。
第 ５条（本規約の変更等の準用）
セゾンカード規約第19条（本規約の変更等）の規定は、本特約の変更について
準用します。この場合において、セゾンカード規約第19条（本規約の変更等）中
「本規約」とあるのは、「本特約」と読み替えるものとします。


